
令
和
4
年
1
月
1
日
か
ら
傷
病

手
当
金
の
支
給
期
間
の
取
扱
い
が

変
わ
り
ま
す
。

病
気
や
け
が
で
し
ば
ら
く
働
け

な
く
な
り
、
給
与
が
受
け
ら
れ
な

い
と
き
に
そ
の
間
の
生
活
の
保
障

を
一
部
補
て
ん
す
る
役
割
が
「
傷

病
手
当
金
」
制
度
で
す
。
健
康
保

険
の
被
保
険
者
（
働
い
て
い
る
本

人
）
で
あ
れ
ば
、
受
給
の
た
め
の

４
つ
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て

い
れ
ば
事
業
主
で
あ
っ
て
も
傷
病

手
当
金
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

【
受
給
の
た
め
の
４
つ
の
条
件
】

①

仕
事
以
外
で
の
病
気
・
ケ
ガ

で
療
養
し
て
い
る
こ
と

仕
事
上
や
通
勤
中
で
あ
れ
ば
、

労
災
か
ら
補
償
を
受
け
る
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
傷
病
手
当
金
の

対
象
外
で
す
。

②

仕
事
に
就
け
な
い
こ
と

今
ま
で
従
事
し
て
い
た
業
務
に

就
け
な
い
状
態
の
こ
と
で
す
。

③

連
続
し
て
３
日
以
上
休
ん
で

い
る
こ
と

連
続
す
る
３
日
間
の
こ
と
を

「
待
期
期
間
」
と
い
い
、
必
ず
最

初
の
3
日
間
は
連
続
し
て
休
ん
で

い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

④

給
与
が
ゼ
ロ
か
相
当
減
額
し

て
い
る
こ
と

休
ん
で
い
る
間
に
給
与
の
一
部

を
受
け
取
っ
て
も
、
傷
病
手
当
金

よ
り
も
少
な
け
れ
ば
差
額
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

法
改
正
に
よ
っ
て
、
傷
病
手
当

金
が
支
給
さ
れ
る
期
間
が
次
の
よ

う
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

令
和
３
年
12
月
31
日
ま
で
は
、

傷
病
手
当
金
の
支
給
期
間
は
、
傷

病
手
当
金
の
支
給
が
開
始
し
た
日

か
ら
最
長
で
１
年
６
か
月
で
す
。

こ
れ
は
、
最
長
で
１
年
６
か
月
分

が
支
給
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
支
給
開
始
日
か
ら
起
算
し

て
暦
で
１
年
６
か
月
が
経
過
し
た

時
点
で
終
了
す
る
こ
と
い
う
こ
と

で
す
。

例
え
ば
、
８
カ
月
間
休
業
の
後

４
か
月
間
復
職
、
そ
の
後
再
発
し

て
再
度
８
か
月
間
休
業
の
場
合
で

考
え
て
み
ま
す
。
支
給
開
始
日
か

ら
起
算
し
て
１
年
６
か
月
を
経
過

し
た
時
点
は
、
再
発
し
て
休
業
中

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
傷
病
手
当
金

の
支
給
が
終
了
し
ま
す
。
２
か
月

の
休
業
期
間
に
つ
い
て
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
は
、

傷
病
手
当
金
の
支
給
期
間
だ
け
を

通
算
し
て
最
長
で
１
年
６
か
月
間

支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

先
ほ
ど
の
例
で
い
う
と
、
支
給

開
始
日
か
ら
１
年
６
か
月
経
過
後

の
2
か
月
間
の
休
業
期
間
に
つ
い

て
も
傷
病
手
当
金
が
支
給
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
傷
病
手
当
金
の
支
給
開

始
日
が
令
和
２
年
７
月
１
日
以
前

の
場
合
は
対
象
外
で
、
支
給
開
始

日
か
ら
起
算
し
て
暦
で
１
年
６
か

月
が
経
過
し
た
時
点
で
終
了
し
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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（全国健康保険協会ホームページより）

障害年金の制度をご存知ですか？ ≪障害年金受給に関する３つの要件≫

初診日の年金制度 障害年金の認定基準 保険料の納付

病気やけがで初めて診察を受

けた日に、国民年金・厚生年
金保険・共済組合のいずれか

に加入している。

障害認定日または現在、

障害年金の認定基準にあ
てはまっている。

病気やけがで初めて診察

を受けた日より前に一定

の保険料を納めている。

上記の３つの条件がそろっているか、一緒に確認してみませんか。

申請代行・お問い合わせは、藤田社会保険労務士事務所までご連絡ください。

支給期間の考え方



令
和
３
年
12
月
に
事
務
所
衛
生

基
準
規
則
（
事
務
所
則
）
と
労
働

安
全
衛
生
規
則
（
安
衛
則
）
が
一

部
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
う
ち

主
な
項
目
は
次
の
と
お
り
で
す
。

事
務
所
則
は
、
約
50
年
前
に
制

定
さ
れ
、
主
に
オ
フ
ィ
ス
職
場
で

健
康
的
に
働
く
た
め
の
衛
生
の
ル
ー

ル
を
定
め
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち

の
「
照
度
の
基
準
」
が
変
更
さ
れ
、

事
務
所
・
オ
フ
ィ
ス
に
お
け
る
明

る
さ
の
基
準
が
３
つ
の
区
分
か
ら

2
つ
の
区
分
に
な
り
ま
す
。

令
和
４
年
１
１
月
３
０
日
ま
で

「
精
密
な
作
業
」

３
０
０
ル
ク
ス
以
上

「
普
通
の
作
業
」

１
５
０
ル
ク
ス
以
上

「
粗
な
作
業
」

７
０
ル
ク
ス
以
上

令
和
４
年
１
２
月
１
日
か
ら

「
一
般
的
な
事
務
作
業
」

３
０
０
ル
ク
ス
以
上

「
付
随
的
な
事
務
作
業
」

１
５
０
ル
ク
ス
以
上

事
務
所
則
と
安
衛
則
に
そ
れ
ぞ

れ
ト
イ
レ
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
定

め
て
い
ま
す
。

ト
イ
レ
は
男
女
の
区
分
け
や
そ

の
個
数
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
新
た
に

「
独
立
個
室
型
の
便
所
」
（
※
１
）

が
法
令
で
位
置
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

ト
イ
レ
を
男
性
用
と
女
性
用
に

区
別
し
て
そ
の
人
数
に
応
じ
て
個

数
を
設
置
す
る
と
い
う
原
則
は
維

持
さ
れ
ま
す
が
、
独
立
個
室
型
の

ト
イ
レ
を
付
加
す
る
場
合
の
取
扱

い
や
少
人
数
（
同
時
に
就
業
す
る

労
働
者
が
常
時
10
人
以
内
）
の
作

業
場
に
お
け
る
例
外
と
留
意
事
項

が
示
さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
従
来

の
設
置
基
準
を
満
た
し
て
い
る
便

所
を
設
け
て
い
る
場
合
は
変
更
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
男
性
用
と
女
性
用
に
区

別
し
た
ト
イ
レ
を
設
置
し
た
上
で
、

独
立
個
室
型
の
ト
イ
レ
を
設
置
し

た
場
合
に
は
「
男
性
用
大
便
所
の

便
房
、
男
性
用
小
便
所
及
び
女
性

用
便
所
の
便
房
を
そ
れ
ぞ
れ
一
定

程
度
設
置
し
た
も
の
（
※
２
）
と

し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
」
と
さ
れ
ま
し
た
。

（
※
１
）
男
性
用
と
女
性
用
に
区
別
し
な

い
四
方
を
壁
等
で
囲
ま
れ
た
一
個
の
便
房

に
よ
り
構
成
さ
れ
る
便
所
の
こ
と
。

（
※
２
）
男
性
用
大
便
所
又
は
女
性
用
便

所
の
便
房
の
数
若
し
く
は
男
性
用
小
便
所

の
箇
所
数
を
算
定
す
る
際
に
基
準
と
す
る
。

安
衛
則
の
「
救
急
用
具
」
に
関

し
て
は
、
第
６
３
３
条
に
準
備
と

周
知
（
備
付
け
場
所
・
使
用
法
）
、

救
急
用
具
を
清
潔
に
保
つ
こ
と
を

定
め
、
第
６
３
４
条
に
「
揃
え
て

お
く
べ
き
救
急
用
具
の
内
容
」
が

規
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
事
業
場
ご
と
に
負
傷

や
疾
病
の
発
生
状
況
が
異
な
る
こ

と
か
ら
、
安
衛
則
の
改
正
に
よ
っ

て
第
６
３
４
条
は
削
除
さ
れ
、
職

場
で
発
生
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
労
働
災
害
等
に
応
じ
て
、
応
急

手
当
に
必
要
な
も
の
を
産
業
医
等

の
意
見
や
衛
生
委
員
会
等
で
の
調

査
審
議
、
検
討
等
の
結
果
等
を
踏

ま
え
て
備
え
付
け
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

11
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
源
泉
徴
収
税
額
・
住
民
税
特
別

徴
収
税
額
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

20
日

○
特
例
に
よ
る
源
泉
徴
収
税
額
の

納
付
（
前
年
７
月
～
12
月
分
）

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

31
日

○
労
働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出

（
休
業
４
日
未
満
、
10
月
～
12
月

分
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
労
働
保
険
料
の
納
付
（
延
納
第

3
期
分
）
［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
法
定
調
書
（
源
泉
徴
収
票
・
報

酬
等
支
払
調
書
・
法
定
調
書
合
計

票
）
の
提
出

［
税
務
署
］

○
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
（
1

月
1
日
現
在
の
も
の
）［

市
区
町
村
］

○
個
人
の
道
府
県
民
税
・
市
町
村

民
税
の
納
付
（
第
４
期
分
）

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

本
年
最
初
の
給
料
の
支
払
を
受

け
る
日
の
前
日
ま
で

○
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除
等
申

告
書
の
提
出

［
給
与
の
支
払
者
］

○
本
年
分
所
得
税
源
泉
徴
収
簿
の

書
換
え

［
給
与
の
支
払
者
］
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急
に
寒
さ
が
厳
し
く
な
り
、
各

地
か
ら
雪
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
が

届
い
て
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
体
調
を
崩
さ
れ
ま
せ
ん

よ
う
、
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail：
fujita.office-1@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・075-611-5300
FAX・075-606-1906

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

１
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

改
正
そ
の
１「

照
度
の
基
準
」

改
正
そ
の
２

「
ト
イ
レ
の
設
置
」

改
正
そ
の
３「

救
急
用
具
」


